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「直轄事業負担金問題プロジェクトチーム」設置要綱

１ 設置の目的

直轄事業負担金については、地方六団体として、従来より、その廃止を求め

るとともに、特に維持管理費に係る負担金は、本来管理主体が負担すべきこと

から、早急に廃止するよう国に強く申し入れてきている。また、地方分権改革

推進委員会の中間取りまとめにおいても、直轄事業負担金の廃止・縮減等につ

いて地方の自主性・裁量性を拡大する方向で検討すべきとされている。

そこで、国、地方の税財政問題が主要なテーマとなる第３次勧告等に向けて、

全国知事会としてあらためて直轄事業負担金をめぐる問題点・課題を整理し、

国と必要な協議・調整を進めながら、社会資本整備に係る国と地方のあるべき

役割分担のあり方等を構築するため、「直轄事業負担金問題プロジェクトチー

ム」（以下「ＰＴ」という。）を設置する。

２ 組織

(1) ＰＴに座長を置き、全国知事会建設運輸常任委員会委員長を座長とする。

(2) 座長は、会議を主宰し、ＰＴを代表する。

(3) ＰＴは、建設運輸常任委員会の委員である知事をもって構成するが、座長

は必要に応じ、同委員会委員以外の知事を構成員に指名することができる。

(4) 座長は、必要に応じ副座長を指名することができる。

(5) ＰＴに幹事を置く。幹事はＰＴ構成県の関係部課長とし、座長県の幹事を

幹事長とする。

３ 事務局

ＰＴの事務は、座長県との協力の下、全国知事会事務局において処理する。

４ その他

この要綱に定めるもののほか、ＰＴの運営に必要な事項は座長が別に定める。

５ 施行日

この要綱は、平成２１年２月２４日から施行する。
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